
エ
キ
l

エ
ケ

大
化
二
年
正
周
の
勅
に
見
え
た
る
を
初
と

L
、
大
貨
一
瞬
・
潮
祐
廊
・
安
宅
騨
・
路
柴
腕
・
田
上
廓
・
深
見
鴎
・

に
京
っ
て
完
備
し
た
。
廓
に
は
腿
腕
と
水
腕
と
が
あ
一
横
山
腕
が
あ
印
、
能
菅
で
は
鈍
才
勝
・
越
猷
鹿
・
穴
水

h
、
陸
に
在
つ
て
は
一
二
十
堅
持
に
之
を
定
置
す
る
が
、
一
瞬
・
一
一
一
井
勝
・
大
市
牒
・
待
野
騨
及
び
某
騨
が
あ
っ
た

冒

帯

地
勢
と
水
車
の
似
立
に
随
っ
て
駅
隣
を
伸
縮
す
る
こ
一
滞
に
な
る
が
、
こ
の
中
拠
才
は
畑
山
木
の
穏
で
あ
る
。

と
も
あ
る
o
務
滋
は
大
山
町
・
中
飾
・
小
路
に
別
け
る
一
公
一
〉
不
明
の
瞬

l
上
記
の
外
加
到
で
は
向
史
籍
に
載

が
、
山
陽
治
が
大
山
町
、
束
お
・
東
山
道
が
中
山
町
、
そ
の
せ
ぬ
一
一
瞬
が
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
そ
は
弘
仁
十
四

他
は
小
山
町
で
あ
っ
た
。
騨
に
腸
H
K
あ
b
、
腸
Mm
飼
養
一
年
紀
に
、
加
白
州
仰
の
巾
八
郷
一
一
瞬
を
捌
い
て
石
川
郡

の
料
と
し
て
騨
旧
を
附
せ
ら
れ
る
o
水
騨
に
は
般
ニ
を
建
て
た
と
あ
る
に
拘
ら
ず
、
兵
部
省
式
所
載
の
騨

飽
乃
主
四
胞
を
也
き
、
水
陸
共
泌
の
所
に
は
肪
と
純
一
布
巾
に
は
、
一
も
石
川
端
に
臆
す
る
も
の
を
渡
見
し

と
を
併
置
し
た
。
然
る
に
平
安
調
に
入
つ
て
は
、
瞬
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
思
ふ
に
こ
は
能
美
郡
の
比
柴
と

制
樹
〈
謎
じ
た
と
見
え
て
、
大
間
二
年
十
周
官
符
を
一
加
到
榔
の
閃
上
と
の
間
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う

下
し
、
山
城
等
九
凶
五
十
一
瞬
の
鹿
山
内
…
一
一
円
四
十
疋
一
が
、
そ
の
服
離
約
五
里
で
、
特
に
一
瞬
を
置
く
必
要

を
減
じ
た
こ
と
が
あ
る
o
又
点
観
九
年
士
万
に
は
、
一
を
見
な
か
っ
た
か
ら
、
延
官
閣
の
時
に
は
阪
に
腹
せ
ら

諸
遊
往
還
の
抗
族
等
援
に
人
馬
を
使
役
す
る
こ
と
を
一
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
又
能
菅
珠
洲
郡
に
於
い
て

停
止
せ
ら
れ
、
そ
の
後
嶋
崎
諸
闘
に
令
し
て
、
瞬
間
拘
の
一
名
様
不
明
の
一
一
瞬
が
あ
る
。
此
の
騨
名
は
製
者
多
く

増
減
・
隣
家
の
際
世
を
な
し
た
こ
と
が
あ
旬
、
靭
延
一
珠
洲
騨
だ
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
基
づ
く
厨
は
大
聞

の
用
度
窮
乏
と
共
に
そ
の
制
大
に
弛
隠
す
る
に
京
つ
↓
三
年
紀
に
、
『
機
-
一
能
資
凶
能
笠
郡
越
蘇
・
穴
水
・
鳳
主

た
o
さ
て
北
陸
遊
は
小
山
町
で
あ
っ
た
か
ら
、
各
瞬
共
一
郡
三
井
・
大
市
・
待
野
、
珠
洲
等
六
箇
腸
。
以
=
不
要
-

瞬
Mm
五
廷
を
芭
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
能
菅
の
一
也
。
』
と
あ
る
文
は
、
符
野
の
次
に
珠
洲
郡
の
三
字
を

凶
府
以
北
に
於
い
て
は
、
土
地
僻
訟
に
し
て
官
使
の
一
脆
一
蹴
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
か
く

来
住
殆
ど
総
縦
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
問
三
年
十
周
十
一
い
ふ
時
は
榔
名
と
腸
俗
と
問
じ
い
事
に
な
る
か
ら
、

九
日
越
隊
・
穴
水
・
一
一
一
井
・
大
市
・
待
野
外
一
瞬
を
機
し
一
日
本
地
理
志
料
に
は
『
常
時
制
家
在
v
此
。
粂
掌
=
鹿

た
。
今
此
等
秘
腐
の
依
也
を
推
考
す
る
と
、
加
賀
で
↑
停
ぺ
』
と
い
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
詩
人
の
見
る
厨
は
之

は
瞬
間
の
航
陸
甚
だ
近
〈
、
住
々
一
一
一
里
に
も
地
ぎ
ぬ
一
と
異
な
旬
、
珠
洲
の
次
に
『
榔
何
々
』
の
一
一
一
宇
を
脆

と
恩
は
れ
る
さ
へ
あ
る
に
、
能
登
で
は
こ
主
的
す
一
し
た
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
、
そ
の
騨
名
の
何
で
あ

る
も
の
が
あ
る
。
大
波
令
の
時
の
一
塁
は
、
今
の
五
一
っ
た
か
を
知
ら
ぬ
も
、
珠
洲
で
は
な
〈
、
今
の
商
海

一
T
q
h
7
M守

町
に
稔
る
か
ら
、
一
瞬
…
一
一
十
監
の
規
定
は
今
の
四
里
↑
村
路
線
を
そ
の
腕
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
る
。
随
っ
て

俄
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
能
管
の
如
き
は
、
『
若
地
勢
一
部
家
と
所
を
一
に
す
る
と
の
設
を
採
ら
ぬ
。

峻
岨
。
及
促

r水
草
一
雌
。
随
v

卸
安
芭
。
』
の
除
外
例
一
公
一
〉
滞
政
時
代
の
騨

l
加
賀
凶
内
の
布
陸
街
道
に
於

に
よ
ι
り
、
礼
つ
交
・
遁
の
頒
繁
な
ら
ざ
る
に
よ
っ
て
、
一
け
る
腺
Mm
は
、
滞
の
末
期
で
は
橘
腸
十
七
疋
、
大
型

初
め
か
ら
瞬
闘
を
延
長
せ
し
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
一
寺
騨
十
一
疋
、
動
橋
騨
十
四
疋
、
周
縁
腸
二
十
二
疋
、

今
延
喜
兵
部
省
式
及
び
日
本
後
記
大
岡
三
年
の
僚
に
一
小
松
鴎
五
十
疋
、
寺
井
腸
四
十
五
疋
、
栗
生
騨
三
十

の
騨
名
を
掃
げ
る
と
、
加
賀
で
は
朝
食
工
ハ
疋
、
水
島
瞬
二
十
疋
、
源
兵
衛
島
腸
二
十
疋
、
下

荒
柏
野
腸
二
十
二
疋
、
荒
屋
柏
野
騨
二
十
疋
、
松
任
御

四
十
六
疋
、
野
々
市
腸
八
十
七
疋
、
金
持
瞬
六
十
六

疋
、
・
樟
幡
腸
百
十
八
疋
、
竹
橋
騨
六
十
八
疋
の
規
定

で
あ
っ
た
。
是
等
の
内
、
水
島
と
源
兵
衛
島
、
荒
屋

柏
野
と
下
柏
野
は
、
各
公
・
用
保
に
交
代
し
て
役
に
服

し
た
。
又
支
線
に
在
つ
て
は
、
鶴
来
街
道
に
鶴
来
騨

の
百
十
五
疋
、
宮
腰
街
道
に
宮
腹
騨
の
九
十
六
疋
、

加
賀
能
登
迷
絡
街
道
に
高
松
騨
の
五
十
四
疋
、
今
滋

騨
の
四
十
一
疋
、
能
菅
外
浦
街
道
に
一
宮
腐
の
十
九

疋
、
川
尻
騨
の
十
一
疋
、
掘
松
瞬
の
十
九
疋
、
富
木
騨

の
十
五
疋
‘
岡
内
浦
街
道
に
子
浦
躍
の
四
十
九
疋
、
飯

山
躍
の
.
三
十
四
疋
、
二
宮
腰
の
三
十
三
疋
、
腕
口
一
瞬

の
三
十
一
疋
が
あ
っ
た
が
、
能
奥
は
内
外
共
に
そ
の

規
定
な
〈
、
必
要
に
邸
じ
て
駄
馬
を
使
用
し
た
。

Z
キ
ガ
タ
シ
ョ
ウ
セ
ン
易
畢
小
笠
一
加
。
新

井
白
蛾
者
。
此
の
書
は
著
者
が
古
易
中
興
一
家
の
法

を
あ
ら
は
し
、
そ
の
論
排
甚
だ
簡
便
で
、
邦
文
を
以

て
人
事
の
吉
凶
射
滋
等
的
諮
の
判
断
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。

Z
キ
ガ
タ
シ
ョ
ウ
セ
ン
シ
ナ
ン
易
畢
小
笠
指
南

一
mm。
筆
法
及
び
判
断
の
例
を
記
し
た
も
の
で
、
新

井
白
蛾
の
逝
稿
に
よ
旬
、
門
人
の
制
禦
し
た
の
で
あ

る。
Z
キ
ガ
タ
シ
ョ
ウ
セ
ン
ゾ
ウ
シ
ュ
ン
テ
イ
ホ
ン

易
愚
小
笠
増
鎮
定
本
一

mm。
新
井
白
蛾
官
官
。
文
化

年
中
に
白
蛾
自
筆
の
易
事
小
笠
暫
入
本
を
得
て
、
館

頭
に
増
註
し
上
梓
し
た
も
の
で
あ
る
。

Z
キ
ガ
タ
ル
イ
へ
ン
易
愚
類
篇
コ
一
加
。
新
井

白
蛾
箸
。
古
人
の
易
訟
を
鎮
集
し
て
論
排
し
、
周
易

の
全
国
日
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

Z

キ
F
ウ

英

堂

↓

セ

y
ガ
イ
エ
キ
ド
ウ

崖
突
堂
。

Z
キ
F
Oウ
ン
ポ

盆
品
置
曇
甫

石
川
郡
大
莱
寺

-
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脇

三
十
一
代
の
住
待
。
肥
前
の
入
、

m代
氏
。
業
を
宗

翻
寺
の
槻
叔
白
川
に
受
け
、
法
を
田
山
道
自
に
嗣
い

だ
o
待
て
大
梁
寺
に
栄
首
と
な
旬
、
次
い
で
永
平
寺

に
住
し
、
貫
性
寺
に
移
旬
、
永
建
寺
に
締
じ
、

E
徳

四
年
大
梁
寺
に
入
っ
て
開
設
、
五
年
三
月
サ
六
日
方

丈
に
於
い
て
寂
し
た
。

Z

キ
モ
イ
リ
江
肝
煎

η姓
中
か
ら
出
た
用
水

の
肝
煎
で
、
大
用
水
に
は
二
人
民
た
。
醜
名
を
何
々

用
水
肝
煎
と
い
ひ
、
共
の
用
水
の
取
入
方
・
分
水
等

の
こ
と
を
取
捌
く
役
で
あ
る
。
こ
の
役
は
加
到
・
越

中
に
あ
っ
た
が
、
能
管
に
は
無
か
っ
た
。
苛
は
井
肝

煎
と
惑
い
た
が
、
何
れ
に
し
て
も
棋
肝
煎
の
識
か
と

思
は
れ
る
。

Z
グ
チ
ゲ
ン
バ
チ
ロ
ウ
江
口
源
八
郎
初
め
御

歩
で
、
元
隊
十
二
年
奥
附
杭
悶
と
な
内
、

E
徳
四
年

組
外
河
川
コ
一
十
石
に
准
み
、
商
三
傑
公
前
夫
人
諒
君
の

御
用
人
を
勤
め
、
苧
保
四
年
そ
の
逝
去
の
後
、
亦
組

外
に
入
旬
、
同
年
波
。
第
四
代
三
郎
右
衛
門
の
昨
家

断
絶
し
た
。

Z
グ
チ
サ
プ
ロ
Z

モ
ン
江
口
三
郎
右
衛
門
父

織
江
直
腐
は
刊
.bを
領
し
、
定
番
御
服
組
組
で
、
天

明
五
年
越
鼠
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
凶
っ
て
七
年
一
一
一
郎
右

衛
門
の
嗣
ぐ
に
及
び
、
畿
か
に
十
人
扶
持
を
受
け
た

が
、
寛
政
九
年
野
鋭
の
雑
踏
制
し
て
揚
屋
に
枚
容
せ

ら
れ
た
。

Z
グ
チ
ザ
プ
ロ
ザ
Z

モ
ン
江
口
三
郎
左
衛
門

丹
羽
長
室
の
家
老
。
臨
長
五
年
入
居
能
楽
泌
浅
井
畷

に
於
い
て
奮
戦
高
名
L
た
q
匙
代
武
家
蛾
受
記
に
は
、

後
越
前
筑
門
秀
艇
が
北
(
の
武
名
を
聞
き
、
一
一
品
石
を

秩

L
て
臣
事
せ

L
め
た
と
あ
る
。

Z
ケ
ン
葱
見
費
時
十
三
年
石
川
郡
水
島
の
事

光
寺
道
場
に
生
ま
れ
、
浅
茅
陪
と
践
す
る
。
悪
鬼
は

京
に
上
句
、
高
倉
皐
寮
が
ご
砥
敬
患
の
調
源
.
で
あ
吾


